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研究成果の概要（和文）：本研究は、現代の南欧諸国における政治的クライエンテリズムに関する実証的・理論
的な比較研究である。南欧諸国は、利益誘導を媒介とした政治家と市民のリンケージが顕著であるとされてき
た。しかし、近年経済危機で資源配分が制約された中でもクライエンテリズムが再浮上するパラドクスが観察さ
れている。本研究では、イタリアを軸に、スペイン、ポルトガル、ギリシア4カ国の現地調査と理論的観点分析
によって、この要因を分析している。

研究成果の概要（英文）：This research project explores the recent resurgence of political 
clientelism in Southern Europe from a comparative and theoretical perspective.  It covers the recent
 development of party-citizen linkages in Italy, Spain, Portugal, and Greece. The aim of this study 
is to analyze the paradox of the deepening of clientelism under fully-developed democracies and 
fiscal consolidation due to the economic crisis. 

研究分野： 比較政治、ヨーロッパ政治
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）研究状況と課題  
 現代の先進国は、政治的・社会経済的に発
展したデモクラシーを有し、腐敗抑制のため
選挙制度・政治資金など改革を進めてきた。
さらに、グローバル化と経済危機を受けて裁
量的に配分可能な財政資源は大幅に抑制さ
れた。しかし、南欧 4 カ国では、政治的クラ
イエンテリズムの持続や再浮上がかえって
指摘されており、現実政治上もデモクラシー
に関する政治学理論上もパラドクスを提供
している。 
 先進国に関するクライエンテリズム研究
では、第一世代の政治社会的近代化による発
展論的説明（Eisenstadt and Roniger[1981]. 
Political clientelism, patronage, and 
development 等）の単線的説明の限界を受け、
政策よりも選挙制度など政治制度の与える
制度的インセンティブに注目した新制度論
的アプローチを取る第二世代が有力となっ
てきた（ Piattoni.ed. 2001. Clientelism, 
Interests, and Democratic Representation ;
河田編(2008)『汚職・腐敗・クライエンテリ
ズ ム の 政 治 学 』 、 Ito and 
Suginohara(2013)[業績番号 ]）。 
 しかし、間接的なインセンティブ構造に注
目するだけでは、利益誘導の財源が減少し、
政治経済改革を通じて政治的競争が増大し
た 状 況 下 で も (Kitschelt & Wilkinson. 
eds.(2007) Patrons, Clients and Policies)、
クライエンテリズムが持続するのを説明で
きない。この点を解明するには、パトロン・
クライアントのリンケージについて、パトロ
ネージの需要・供給サイドの一方に偏らず、
その戦略的相互作用の変化を捉える視角が
不可欠である。 
 
（2）着想の経緯 
 代表者は、日伊一党優位体制における中央
レベルのクライエンテリズムについて、政治
制度による制度的インセンティブ構造や公
共投資の歴史的機能に注目した歴史制度論
的研究を行ってきた。海外学会での成果報告
の機会を通じて、現代の財政資源制約下での
クライエンテリズム再浮上の理解には、①公
共政策の質的変化（規制経済化）に注目した
実証的政策研究の刷新、②先進国のクライエ
ンテリズム研究では未成熟な数量的分析と
統合した比較分析手法の改善、③規制・公共
財供給、戦略的相互関係をめぐるゲーム理論
の知見の統合など、新たなアプローチによる
研究が必要不可欠であると認識するに至っ
た。 
 さらに、南欧分権化とマルチレベルガバナ
ンスの研究からは、パトロン・クライアント
間の制度環境が大きく変わる中で、中央より
も広域自治体（州）レベルに焦点を当てるこ
とが有意義であると言える。 
 
 

 
２．研究の目的 
 南欧諸国では、近年、政治改革や経済危機
にもかかわらず、クライエンテリズムによる
利益誘導が再浮上してきた。しかし、従来有
力な政治社会制度に注目した新制度論的ア
プローチは、分配資源の減少に反して利益誘
導が持続する矛盾を十分説明できない。 
 本研究は、南欧 4 カ国で分権化を受け重要
化する州レベルに焦点を当て、体系的政策調
査と量的質的手法を組み合わせ、再浮上の条
件を検証する。理論的には、パトロン・クラ
イアント間の資源の質的変化（分配から規制
への公共政策変容）と戦略的相互作用の変化
に注目した新たな「ポスト新制度論」アプロ
ーチを導出する。このような研究は、政党・
有権者関係の再検討を通じて現代民主主義
理論にも寄与すると期待される。 
 
 
 
３．研究の方法 
 以上の問題設定を踏まえて、本研究は、具
体的課題として、南欧 4カ国（イタリア・ス
ペイン・ポルトガル・ギリシア）の州レベル
を対象に、クライエンテリズムの変化のあり
方（再浮上の有無と程度）を再検証し、その
変化の原因（政治行政制度・政策資源など）
を計量的手法により限定したのち、因果関係
を説明する理論枠組を導く、三層構造の射程
を有する。 
 
(1)クライエンテリズムによる利益誘導の厳
密な再評価〜従属変数の検証 
 調査分析対象：クライエンテリズムの

作用の検証について、本研究では、政
策評価など質的調査に加えて、規制や
公共投資の具体的政策目標と現実的帰
結の間の「乖離」に注目して、より客
観的な検証を行う（斉藤(2010)『自民
党長期政権の政治経済学』）。 

 具体的対象分野：効果的研究のため、
調査対象分野を公共事業、福祉事業、
規制に絞る。その上で、目標・成果の
乖離検証のために、例えば公共事業に
ついては、財政投入額と社会資本形成
の関係、入札データベースや事業評価
を総合的に利用して検証する。 

 
（2）クライエンテリズムの制度的・政策的
要因の刷新〜独立変数と因果効果の検証 
 調査対象：従来の社会経済的発展要因、

政治行政制度に加えて、あらたに政策
資源の変化（規制政治化）が与える影
響を検証する。候補としては、1 人当
たり CDP など社会経済指標、選挙・執
政制度（分権化関係含む）、財政支出、
さらに規制（裁量度・透明度など）が
ある。 

 分析手法：政策評価やインタビューによ



る質的評価に加えて、上記要因について
コード化して数量分析にかけることで
因果効果を検証し、独立変数を絞り込む。 

 
 (3)因果メカニズムの考察〜ポスト新制度
論的理論モデルの導出と検証 
 因果メカニズムの理論モデル化：規制理

論(Majone 等)や公共財供給の理論
（Ostrom 等）、ゲーム理論等を応用し、
新制度論では説明困難な戦略的相互作
用の理論モデルを提示する。 

 演繹的モデルの検証：モデルの検証は数
量分析に加えて、インタビュー調査や体
系的資料調査を通じて質的知見と照合
し、適切さを確認していく。 

 
 以上の 3つ射程に対応する作業として、本
研究では、南欧 4 カ国の州レベルについて、 
 
① 公共事業・福祉・規制政策に関する実証

調査と分析を通じた政策目標・成果の距
離の把握（→作用の確認） 

② 政治制度・社会経済制度・政策資源など
の実証調査と分析（質的分析＋データセ
ット作成・分析による量的分析）（→原
因の推定） 

③ 規制政策・公共財理論・ゲーム理論を踏
まえた理論モデルの構築と質的・量的分
析との照合（→因果メカニズムの検証） 

 
 その上で、中間・最終成果を学会・図書で
発表する。以上研究遂行に当たっては、比較
政治上適切なリサーチデザインの設計と専
門的研究協力者・調査補助者の助力を通じて
適切な研究遂成果を確保するように努める。 
 特に中心となるイタリアの調査対象地域
の選定については、経済的発展水準、政治制
度、地域的伝統（社会関係資本との関連）な
ど、本研究の関連論点と照らし合わせて十分
な多様性を確保するように設計する。 
 
 
 
４．研究成果 
（1）現地調査 
 現地調査としては、イタリアを中心に、ス
ペイン、ギリシアについて実施した。 
 イタリアについては、トスカーナ州、プー
リア州、ラツィオ州、ロンバルディア州など
について実施した。地方自治体当局他、選挙
管理関係機関などについても調査を行った。 
 スペインについては、バスク自治州、カタ
ルーニャ自治州など分権度が高い地域の調
査を行った。ギリシアについては、時間的制
約から、アテネに限定された。（ポルトガル
については、資金的制約と所属先の事情で実
施できなくなったが、代わりに文献資料や統
計資料を収集・分析した。） 
 
（2）政策との関連 

 分析対象とした政策対象別の考察は、以下
の通りである。 
 
① 地域開発政策 
 地域開発・公共事業関係については既に膨
大な既存研究が存在するため、本研究として
は、今世紀のイタリアで 2度発生した大規模
地震からの復興政策について調査・分析を進
めた。 
 中部イタリアでの大規模な震災後は、速や
かな復興のために、既存の立法手続きの遅滞
を回避するよう、大きな裁量を与えられた復
興機関が成立した。こうした復興機関は、従
来の中央地方関係とは異なるリンケージを
もたらし、政治的クライエンテリズムの問題
を深刻化させている。この点に関連する業績
としては図書⑥の英文の論文集への共著論
文において、比較も踏まえた理論的検討を行
った。 
 さらに検討を進めた結果、政治的レントの
増大という観点から、他の政策領域と統合し
た考察を準備している。 
 
② 経済危機と社会政策 
 2010 年以降の大規模経済危機で打撃を受
けた南欧地域において、財政緊縮強化による
配分可能な公的資源の減少が期待通り利益
誘導政治の抑制をもたらさないパラドクス
は、本研究の中核的論点である。 
 この点については、2016 の世界政治学会
IPSA において、年金改革との関連で報告を行
った  “Beyond the End of Reform: The 
Emerging New Dynamics of Pension Reform in 
Japan.” at the 24th World Congress of 
Political Science。 
 さらに、財政資源の分配を直接には伴わな
い移民対応および移民ケア労働者の受け入
れ政策についても、イタリアの対応を中心に、
政治的クライエンテリズムと関連するよう
な特殊主義的な対応がなされている状況を
分析した。 
 関連業績としては、雑誌論文②、学会報告
③④⑥、図書①に加えて、2015 年のヨーロッ
パ社会政策ネットワーク学会における国際
学会報告と論文 “Bridging the gap under 
the familialistic welfare regime: 
Integrating the supply and demand sides of 
migrant care worker in Japan, Korea, and 
Italy.”  Paper for presentation at the 
13th Annual ESPAnet Conference.がある。 
 
③ 政治制度との関連 
 レント・シーキング問題については、選挙
制度、特に地方選挙制度と、マルチレベル選
挙制度の不均衡問題を視野に入れた分析、お
よび、よりマクロな憲法制度の設計を視野に
入れた考察を行った。 関連する業績として
は、学会発表②⑤、図書③がある。 
  
 最終的な論文の公刊は、所属研究機関の異



動や学位論文の提出と学位取得のために
2017 年度末にまでに完了させることができ
なかった。しかし、2018 年 2 月か ら 5 月に
かけて、イタリア総選挙関係の新聞論説等に
おいて、汚職抑制のようなヴァレンス争点の
意義に注目し、研究成果を含む一般向け原稿
を公開した。この成果を活かして論文を 2018
年度内に公刊し、後継の科研申請につなげる
予定である。 
 
（3）成果の社会還元 
 研究成果の社会還元の一環として、一般向
けのメディア解説、WEB 論説、図書、論考の
執筆についても、可能な限り行うように努め
た。関連論文は、雑誌論文①、学会発表①、
図書②⑤である。 
 特に、研究期間の最終盤に、イタリアにお
ける総選挙が実施されたことから、これに関
して政治腐敗を始めとした既成政党批判と
ポピュリスト政党の浮上の関連性について
も調査、分析を行った。一連の成果は、2018
年度前半に新聞・雑誌などにおいて公表され
た他、同年度後半に学会報告・論文として公
表されることになっている。 
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